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１．事業概要 

（１）目的 

我が国の経済成長を持続させるために不可欠な中小企業の成長力の底上げ

において、その生産性向上を図ることは緊急に取り組むべき重要な政策課題で

あります。 

他方生産性向上の重要なツールであるＩＴの有効な利活用において、中小企

業では財務会計等のバックオフィス的な業務や、企業内の特定部門内における

利活用に留まっています。 

こうした現状を踏まえ、ＩＴの可能性を引き出し、中小企業の生産性向上に

繋げるために、基幹業務を中心とした企業内及び企業間連携において、ＩＴの

有効な利活用を促進します。具体的には、中小企業における社内基幹業務シス

テムとＥＤＩシステムとの連携を図るためのシステム構築や、ＩＴを活用した

情報の共有化やデータ管理と基幹業務を連携させたシステム等の構築を促進

することを目的に、「中小企業ＩＴ経営革新支援事業」（以下「本事業」とい

う。）を実施します。 

 

（２）事業内容 

本事業では、中小企業の生産性向上に資するビジネスモデルを実現するた

めのシステム構築プロジェクトに対し、委託契約という形態で必要な経費の

支援を行います。 

開発したソフトウェアの知的財産権は、原則事業実施者に帰属します。詳

しくは、後述「4.(7) 開発成果の帰属」を参照して下さい。 

支援対象となるプロジェクトは、原則として次の４つのテーマのどれか一

つ、又は組み合わせに該当するものとします。 
 
○仕様が異なる複数のＥＤＩ（独自システムによるｗｅｂ接続、業界標準、

国際標準と様々）との連携が図れるインターフェースソフト（ＥＤＩ変換

システム）の開発・実証 

○中小企業者が共通で使用できる汎用ＥＤＩシステムの開発・実証 

○ＥＤＩと基幹業務システムとを連携させるためのプログラムの開発・実証 

○中小企業の社内業務システムを軸にしたデータ連携により、生産性の維

持・向上を実現するシステムの開発・実証（例：災害等による事業リスク

を分散・回避するためのデータの共有化及び管理システム など） 

 

（３）スケジュール概略  

以下の採択予定日と契約予定日はおおよその目安であることにご留意くだ

さい。 

◎提案公募    平成２０年３月３１日（月）から 

平成２０年４月３０日（水）１７時まで 

◎提案内容審査  平成２０年５月（採択予定日：５月末頃） 

◎事業詳細策定  平成２０年６月（契約予定日：６月末頃） 

◎事業実施    平成２１年３月末日まで 
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２．応募要件 

（１）本事業の対象者の要件 

①本事業の対象者は、事業管理者（「2.(2) 共同体の構成員に関する資格要件」

参照）を中心とした複数の企業等によって構成されるコンソーシアム、組合、

連合会及び団体（以下「共同体」という。）とします。 

②共同体の構成員には、開発成果を活用するユーザ企業等が２社以上含まれる

ことが必要です。 

③共同体の構成員は、日本国内に本社を置き、かつ、日本国内で事業活動を行

っていることが必要です。 

④共同体の構成員の１／２以上は中小企業者であることが必要です。 

なお、団体等の場合においては全会員ではなく、本事業の推進に携わり何ら

かの経費が発生する会員の１／２以上が中小企業者であることが必要です。 

 

(ｱ) 中小企業者となる会社等 

資本金基準又は従業員基準のいずれか一方の基準を満たす企業 

 

主たる事業として営んでいる業種 

資本金基準 

資本の額又は 

出資の総額 

従業員基準 

常時使用する 

従業員の数 

製造業、建設業、運輸業及びその他の業種（下記以外） ３億円以下 ３００人以下 

 ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及び 

チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除

く。） 

３億円以下 ９００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

サービス業（下記３業種を除く） ５千万円以下 １００人以下 

ソフトウェア業及び情報処理サービス業 ３億円以下 ３００人以下  

旅館業 ５千万円以下 ２００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

（注１）常時使用する従業員の数には、事業主、法人の役員、臨時の従業員（解 

雇予告不要者）を含まない。 

（注２）法人格のない個人事業者を含む。 

（注３）ＮＰＯ法人を含まない（ＮＰＯ法人とは、ＮＰＯ法に基づき設立された

法人をいう）。 

 （注４）以下の項目に該当する中小企業を除く。 

       ・発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が、同一の大企業（特定

ベンチャーキャピタル、中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任

組合、大学を除く）の所有に属している法人（以下、見なし大企業とい

う。） 

            ・発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が、同一の見なし大企業

（特定ベンチャーキャピタル、中小企業投資育成株式会社、投資事業有

限責任組合、大学を除く）の所有に属している法人 

               ・発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上が、複数の大企業（見な

し大企業を含む。特定ベンチャーキャピタル、中小企業投資育成株式会
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社、投資事業有限責任組合、大学を除く）の所有に属している法人 

         ・役員の総数の２分の１以上を大企業（見なし大企業を含む。特定ベンチ

ャーキャピタル、中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合、

大学を除く）の役員又は職員が兼ねている法人 

※1）特定ベンチャーキャピタル：ベンチャー財団と基本約定書を締結し

たベンチャーキャピタル 

※2) 中小企業投資育成株式会社：中小企業投資育成株式会社法に規定 

※3) 投資事業有限責任組合：投資事業有限責任組合契約に関する法律に

規定 

※4)大企業：中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者 

 

       (ｲ) 中小企業者となる組合及び連合会 

組合及び連合会 中小企業となる要件 

事業協同組合、事業協同小組合、

協同組合連合会、企業組合、協業

組合、商工組合 

※ただし、火災共済協同組合、信

用協同組合及び同組合連合会

並びに商工組合連合会を除く。 

        

特定の法律によって設立された

組合又はその連合会 

直接又は間接の構成員たる事業者の２／３以上が

中小企業者であること 

民法第３４条に規定された社団

法人 

その直接又は間接の構成員たる事業者の２／３以

上が中小企業者であること。 

民法第３４条に規定された財団

法人 

中小企業の振興に係る事業を行うものであること。 

    

 

（２）共同体の構成員に関する資格要件 

①事業管理者 

事業管理者は、システム開発計画の運営管理、共同体構成員相互の調整を

行うとともに、財産管理（知的所有権を含む）等の事業管理及び開発成果の

普及等を主体的に行う者です。 

また、国との委託契約における受託者として、契約責任を有します。 

したがって、事業管理者は、以下の要件を満たすことが必要です。 

(ｱ) 国との委託契約を締結できること 

(ｲ) 事業管理者としての業務を遂行するに充分な管理能力があり、その

ための体制が整備されていること 

(ｳ) 当該事業を受託できる財政的健全性を有していること。 

原則として、委託費は精算払いとなるため、開発期間中の外注先等

への立替払いが可能であること。 

 

※共同体が団体等の場合は、事務局が事業管理者となります。 

※事業成果を利用者の立場で活用しないＩＴベンダーが事業管理者にな
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ることはできません。（本事業において「ＩＴベンダー」とは、ＯＡ機

器、ソフトウェア、システムなどの販売納入業者（販売代理店を含む）

や製造会社をいう。） 

  ※公益法人（財団法人、社団法人）が事業管理者となる場合は、委託契約

額の５割以上を他の法人等の第三者に外注することのないように注意

してください。（平成１２年１２月１日閣議決定「行政改革大綱」に基

づく。） 

 

②構成員 

構成員とは、事業管理者と共に事業計画を推進する者で、システム仕様の

検討、検証テスト等、システム開発事業に何らかの形で関与することが必要

です。 

 

（３）開発担当者に関する資格要件 

提案者は応募の時点において、実際にプログラム作成を担当するＩＴベンダ

ー等を選定しておく必要があります。担当する企業は、技術力及び財政的健全

性を有し、さらに次年度以降、開発成果を共同体以外にも普及させることが可

能な事業展開をしていることが必要です。 

開発担当者は、事業管理者や共同体構成員が兼ねることも可能です。 

   なお、開発担当者は基本的に変更することができません。 

 

（４）プロジェクトの要件 

①中小企業者のニーズを反映した生産性向上に繋がるシステムであり、本事業

を受託する共同体のみでなく、他の中小企業にも普及させることが可能なシ

ステムの開発・実証及びビジネスモデルの実証を行うもので開発要素と新規

性（ソフトウェアの機能に新規性がなくても、ビジネスモデルとして新規性

があれば良い）があること。 

②プロジェクトとしての提案内容が他人の保有する特許等に抵触していない

ものであること。 
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３．審査方法 

（１）審査方法 

提案内容の審査は、以下の手順に従って実施します。 

①書面審査及びヒアリング 

複数の外部有識者により構成される審査委員会において、提案内容の書面

審査を実施します。また、必要に応じてヒアリングを実施します。 

②財務審査 

必要に応じて提案者の財務状況の審査を実施します。 

 

（２）審査基準 

審査のポイントは以下のとおりです。 

①提案者要件、プロジェクト要件 

「２．応募要件(1)～(4)」を満たしていること。 

なお、以下の提案は、対象外とします。 

・開発要素がないもの 

・契約期間内に事業成果が得られないもの 

②プロジェクト内容 

 (ｱ) 有効性 

中小企業の生産性向上に繋がるもので、中小企業のニーズを反映してい

るか 

(ｲ) 実現性  

開発内容が明確で、開発体制、開発計画及び開発予算が妥当であるか 

(ｳ) 共通性  

業界・業種に関わらずより多くの中小企業で活用されるものに繋がる

か 

(ｴ) 社会性 

他の中小企業のＩＴ化を推進するモデルとなるような新規性があるか 

(ｵ) 普及可能性 

開発成果の普及に向けた効果的な計画等が明確であるか 

 

（３）採択決定及び採否通知 

審査委員会の審査結果をもとに、中小企業庁が採択プロジェクトを決定し

ます。 

最終的な審査結果については、後日、所轄する各経済産業局又は内閣府沖縄

総合事務局（以下「経済産業局等」という。）から提案者あてに通知します（５

月下旬予定）。なお、採択通知を受けた方は、委託契約締結に係る必要な手続

きを行っていただきます。 

また、採択プロジェクトについては、採択プロジェクト一覧（提案者名、

テーマ名、開発概要等）として公表します。 

 

（４）採択に係る留意事項 

本事業は、競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除等に関する
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指針（平成１７年９月９日競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わ

せ）（参考１参照）を準用し、不合理な重複及び過度の集中を排除するため、
次の措置を執ります。 

   ①不合理な重複及び過度の集中の排除を行うために必要な範囲内で、応募内
容の一部を、他府省を含む他の競争的研究資金担当課（独立行政法人であ

る配分機関を含む。以下同じ。）に情報提供する場合があります。 
また、不合理な重複及び過度の集中があった場合には採択しないことがあ

ります。 
②他府省を含む他の競争的研究資金等の応募・受入状況（制度名、研究課題、

実施期間、予算額、エフォート等）について、応募書類に事実と異なる記
載をした場合は、研究課題の不採択、採択取消し又は減額処分とすること

があります。 
更に、競争的研究資金以外でも政府において同一の研究者の同一又は著し

く類似した研究開発計画は、関係省庁等の連携により重複して助成しない
こととされていますので、ご留意ください。 
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４．契約 

（１）委託契約の締結 

委託契約は国と事業管理者との間で締結します。 

契約の際の契約金額と、必ずしも提案金額とは一致するものではありません。

また、契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もあり

ますので予めご了承ください。（外注条件も含みます） 

 

（２）委託契約額 

   委託契約額は１件あたり１，０００万円～５，０００万円程度とします。 

 

（３）委託費の内容 

委託費の範囲としては、システム開発の遂行及び管理に必要な経費とし、具

体的には以下のとおりです。 

なお、経費は国との契約相手である事業管理者の一括計上として取り扱いま

す。このため、事業管理者以外の構成員が負担する経費の取り扱いについては、

協定等により共同体内で整理する必要があります。 

 

①人件費 

人件費単価は、原則、健康保険等級（参考２「中小企業ＩＴ経営革新支援

事業における労務費の計算に係る実施細則」）に基づいて算定することとし

ます。 

(ｱ) 開発員費 

システム開発に係る調査研究、仕様作成、ソフトウェア開発等、委託業

務に直接従事した事業管理者及び構成員の人件費（原則として本給、賞

与、諸手当を含む）。 

(ｲ) 管理員費 

委託業務に直接従事した事業管理者の職員の労務費であって、上記（ア）

以外のもの。 

②事業費 

(ｱ) 旅費 

委託事業従事者（委員含む）が事業を遂行するために必要とした交通費、

日当及び宿泊費であって、当該事業管理者の旅費規程等により算定され

た経費。 

   (ｲ) 会場費 

     委託業務を遂行するために必要とした会場借上料及び茶菓代（お茶代）

等。 

(ｳ) 謝金 

 委託業務を遂行するために必要とした委員謝金等。 

(ｴ) 設備費 

 ＰＣ、サーバー等のシステム構成機器の賃借料、システム開発

に必要な機械装置等の賃借に必要な経費。  
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 (ｵ) 物品購入費 

本事業の対象となるシステムを開発するために加工又は開発基盤とし

て用いられ、かつ、開発するシステムの一部分を構成するソフトウェア、

消耗品費（一般管理費で購入するものを除く。）の購入に要する経費。 

(ｶ) 外注費 

委託業務を遂行するために必要な経費の中で、共同体構成員が直接実施

することができないもの又は適当でないもの（アンケート調査分析費、

コンサルティング費、システム開発費等）の外注に要する経費。 

(ｷ) 特許関連経費 

システム開発と密接に関連し、開発成果の事業化に当たり必要となる特

許権の取得に要する弁理士の手続代行費用や、外国特許出願のための出

願費用、海外弁理士費用及び翻訳料など特許取得に関連する経費。 

ただし、以下の点に注意してください。 

(a) 今回の開発の成果に係る特許発明ではないもの等は、対象になり

ません。  

(b) 特許権の取得に要する経費のうち、以下の経費については対象に

なりません。 

・日本の特許庁に納付される特許出願手数料、審査請求料及び特

許料 

・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費 

(c) 他の制度により特許権の取得について支援を受けている場合は、

本費目の計上はできません。 

(ｸ) 補助員雇上費 

委託業務に直接従事したパート等の補助員に係る経費。 

(ｹ) その他特別費 

以上の各経費のほか、委託業務の遂行に当たって特に直接必要と認めら

れる経費。（例：ＥＤＩシステムに係る通信費用、システム開発・実証

に必要なソフトウェアの使用料等） 

ただし、計上するに当たっては、経済産業局等へ協議してください。 

 

③一般管理費 

原則として、上記①、②に係る区分経費の合計額から外注費を除いた額に、

当該法人等の直近決算における一般管理費率（１０％を上限とする。）を乗

じて算出するものとします。 

     

④消費税及び地方消費税 

上記①から③の項目は、消費税及び地方消費税を除いた額で算定し、その

総額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を計上します。 

なお、免税業者の場合は、仕入課税額を消費税及び地方消費税欄に計上し

ます。 

 

※事業費において外注費を計上する際は、その必要性及び金額の妥当性を明
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確にできるようにしてください。 

    

（４）委託費の支払 

委託費の支払については、通常、事業完了後に実績報告書の提出を受け、委

託金額を確定した後の精算払いとなります。 

 

（５）開発成果の確認 

① 開発成果の検査・評価 

事業終了後、経済産業局等が開発成果の検査を行います。検査の結果、委

託契約に合致しない場合は、原則として委託金額について支払いを行いませ

んので、十分に留意してください。 

  また、成果評価委員会において開発成果の評価を行い、中小企業庁ホーム

ページ等で公開します。 

② 進捗確認 

経済産業局等は、開発プロジェクトに対して、指導、助言、進捗管理、検

査等を行います。事業管理者は、開発プロジェクトの実施状況等について、

経済産業局等に対して、資料の提出をしていただきます。 

事業が進捗していないプロジェクトについては、中小企業庁と経済産業局

等で協議のうえ、開発途中で契約を打ち切ることがあります。この場合には、

原則として委託金額について支払いを行いませんので、十分留意してくださ

い。 

 

（６）納入物件 

完了期限内に以下のものを納入物件として提出していただきます。 

①プログラムソースコード 

②プログラムロードモジュール 

③開発成果報告書（開発したシステムについてまとめたもの） 

④成果普及計画書（成果を共同体構成員及びそれ以外に普及させる具体的な計

画書） 

⑤実績報告書（システム開発に要した経費支出をとりまとめたもの） 

 

（７）開発成果の帰属 

委託業務を実施することによる開発成果に関する特許等の知的財産権の帰

属先は、産業技術力強化法第１９条に基づき、以下の３条件を遵守していただ

くことを条件に、原則として事業管理者となります。 

①知的財産権に関して出願・申請の手続きを行った場合、遅滞なく国に報告

すること。 

②国が公共の利益のために、特に必要があるとして要請する場合、国に対し、

当該知的所有権を無償で利用する権利を許諾すること。 

③相当期間活用しておらず、かつ正当な理由がない場合に、国が特に必要があ

るとして要請するとき、第三者への実施許諾を行うこと。 
 
※事業管理者に開発成果を帰属させるためには、委託契約の際、国に確認書
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を提出する必要があります。（参考３参照） 

※なお、事業管理者以外の共同体構成員や、外注した開発ベンダーに帰属

させる場合は、コンソーシアム規約、委託契約書において定めておく必

要があり、基本的には、事業管理者及び構成員、外注先との共有にして

いただきます。 

詳細については、所轄の経済産業局等にお問い合わせください。 

 

（８）成果普及の努力 

    事業管理者及び共同体構成員は、取引先等関連企業に対して、事業成果の普

及を図ってください。 

また、事業管理者、共同体構成員又は外注先としてシステム開発に携わった

ＩＴベンダー等は、自社のビジネスとして、事業成果の活用を図ってください。 

 

（９）フォローアップ調査（追跡調査） 

フォローアップ調査として、事業終了後５年間は、その後の開発成果の普及、

波及効果、特許等の出願・実施許諾等の状況などについて所定の様式（契約締

結時にお渡しします。）により、報告することが必要となります。 

また、必要に応じて国が行う本事業に関する調査については、最大限の協力

を行っていただきますので、予めご了承ください。 

国は、開発成果の一層の普及・活用を図ることにより、より効率的・効果

的な事業目的の実現を目指しています。そのため、開発成果のフォローアッ

プに努めるとともに、ホームページ、セミナー等、その他広範な情報提供に

取り組んでいきます。ついては、事業を実施した共同体にも国が主催するセ

ミナー等に参加し、発表を行っていただくことになります。なお、参加に要

する費用は、自己負担になります。 

開発成果についてマスコミや論文等で発表を行う場合は、国に事前に報告

するとともに、国の支援による成果であることを明記していただきます。 

 

（10）その他 

次の場合、国は契約を解除、あるいは契約金額の全部若しくは一部につい

て支払いを行わず、また、支払い済みの場合にあっては、事業管理者にその

返還をしていただきます。 

・目的外への経費の充当など、不適正な経費処理があった場合 

・国への報告等に虚偽があった場合 

・検査結果が委託契約に合致しない場合 
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５．応募手続 

（１）応募 

①提出者 

提案は必ず事業管理者が行ってください。 

 

②提案様式 

(ｱ)提案に際しては、本公募要領による様式を必ず使用してください。本要

領に示された様式以外での提案書は認められません。 

(ｲ)提案書の用紙の大きさは日本工業規格Ａ４版でお願いします。 

(ｳ)記入は内容の正確を期すため、ワープロソフトなどを使用し、判読し易

いもので作成してください。 

(ｴ)提案書類は日本語で作成してください。  

(ｵ)通しページ番号を提案書ページ下中央に必ず記載してください。 

(ｶ)提案の根拠を示すデータ類は最小限に取りまとめてください。（必須資

料ではなく、参考資料として取り扱います。） 

 

  ③必要書類 

(ｱ)提案書（正１部・写し１０部） 

事業管理者の代表者印を押印してあるものに限ります。 

(ｲ)電子媒体（ＣＤ－Ｒ） 

提案書の内容が全て入力されたもの。（ソフトは「MicrosoftWord（Wor

d2002以下を推奨）」又は「一太郎（バージョン13以下を推奨）」） 

(ｳ)類似計画等状況説明書 

今回提案する開発計画と類似していると思われるもの又はその恐れがあ

るものについては、「類似計画等状況説明書」を作成し、提出書類の一

番上に添付し、提出してください。 

(ｴ)補足資料 

(a) 共同体に係る資料（各１部） 

＜提案者がコンソーシアムの場合＞ 

・ コンソーシアム規約  

＜提案者が組合、団体等の場合＞ 

・定款、寄付行為等 

・会員企業一覧等 

(b)事業管理者及び開発担当者（各１部） 

・定款、寄附行為等 

・出資者及び役員の一覧が記載されている書類 

(c) 事業管理者及び開発担当者 

・決算報告書（貸借対照表及び損益計算書）（１１部） 

提案書（正１部・写し１０部）ごとに、直近２期間の貸借対照表

及び損益計算書を添付してください。 

なお、これらの書類がない場合にあっては、最近１年間の事業内

容の概要を記載した書類を添付してください。 
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・一般管理費を計上する場合には、一般管理費率の算定根拠となる

資料を添付してください。（１部） 

なお、上記決算報告書をもって一般管理費率が算定できる場合は、

この限りではありません。 

・提案の根拠を示すデータ類（１１部） 

提案書（正１部・写し１０部）ごとに、必要最小限に取りまとめ

た上で、添付してください。（必須資料ではありません。） 

 

※なお、提案書に不備のある場合、審査対象とならないことがありますのでご
注意ください。 

 

 

④提案書類の作成について 

本事業の提案に係る提出書類（補足資料等も含め） 

については、すべて日本工業規格Ａ４縦２穴で穴を 

開け、提案書左上をホッチキス等で１ケ所とめて提 

出してください。（右図参照） 

また、提案書類の作成にあたって、文字等が穴で 

読めないことがないようご注意ください。 

 

 

 

 

⑤提案書類の提出先及び問い合わせ先 

提案書類の提出及び問い合わせは、次ページの所轄経済産業局等にお願いし

ます。 

提出は、持参又は郵送等によるものとし、ＦＡＸ及び電子メールによる提案

書の提出は受け付けられませんので、ご注意下さい。 

提出書類は審査、契約、管理、確定、精算、フォローアップ調査といった一

連の業務遂行のためにのみ利用し、提案者の秘密は保持します。(3.(2)で公表

するものを除く。) 

なお、提案書等の返却はいたしませんので、事業管理者は、必ず、原本の控

えを保持してください。 
 

※所轄経済産業局等：事業管理者の所在地を所轄する経済産業局等 

 

⑥受付期間 

平成２０年３月３１日(月)～平成２０年４月３０日(水)１７時 

※上記期間内に必着です。締め切りを過ぎての提出は受け付けられません。 

郵送等の場合、配達等の都合で締め切り時刻までに届かない場合がありま

すので、締め切りの期限に余裕をもって送付されるようご注意ください。 

また、経済産業局等に持参される場合は、締め切り間際になりますと窓口

が混雑し、長い時間お待ち頂く場合がありますので、ご注意ください。 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

○ 
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各経済産業局等  

名称及び担当 所     在     地  所轄する都道府県名 

北海道経済産業局 

地域経済部 

情報政策課 

〒060－0808 札幌市北区北８条西２丁目札幌第１合同庁舎 

T E L： 0 1 1 - 7 0 0 - 2 2 5 3 (直通） 

E ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ： h o k k a i d o - j o h o @ m e t i . g o . j p  

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ  h t t p : / / w w w . h k d . m e t i . g o . j p  

北海道 

東北経済産業局 

地域経済部 

情報・製造産業課 

〒980－8403 仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎 

TEL：022-215-7236(直通) 

E ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ： t h k - j o h o @ m e t i . g o . j p  

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ  h t t p : / / w w w . t o h o k u . m e t i . g o . j p  

青森、岩手、宮城、 

秋田、山形、福島 

関東経済産業局 

地域経済部 

情報政策課 

〒330-9715 さいたま市中央区新都心1-1 

さいたま新都心合同庁舎1号館（10階） 

T E L： 0 4 8 - 6 0 0 - 0 2 8 2 (直通 )  

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ  h t t p : / / w w w . k a n t o . m e t i . g o . j p  

茨城、栃木、群馬、 

埼玉、千葉、東京、 

神奈川、新潟、長野、 

山梨、静岡 

中部経済産業局 

地域経済部 

情報政策課 

〒460－8510 名古屋市中区三の丸2-5-2 

TEL：052-951-0560(直通) 

E ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ： q c h b n j @ m e t i . g o . j p  

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ  h t t p : / / w w w . c h u b u . m e t i . g o . j p  

愛知、岐阜、三重、 

富山、石川 

近畿経済産業局 

地域経済部 

情報政策課 

〒540－8535 大阪市中央区大手前1-5-44大阪合同庁舎１号館 

T E L： 0 6 - 6 9 6 6 - 6 0 1 5 (直通 )  

E ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ： k i n - j o u s e i @ m e t i . g o . j p  

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ  h t t p : / / w w w . k a n s a i . m e t i . g o . j p  

福井、滋賀、京都、 

奈良、大阪、兵庫、 

和歌山 

中国経済産業局 

地域経済部 

地域経済課 

〒730－8531 広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎２号館 

TEL：082-224-5630(直通) 

E ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ： i n f o t e c - d i r @ m e t i . g o . j p  

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ h t t p : / / w w w . c h u g o k u . m e t i . g o . j p  

鳥取、島根、岡山、 

広島、山口 

四国経済産業局 

地域経済部 

地域経済課 

情報政策室 

〒760－8512 高松市ｻﾝﾎﾟｰﾄ3番33号高松ｻﾝﾎﾟｰﾄ合同庁舎 

TEL：087-811-8515(直通) 

E ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ： q s i k i j @ m e t i . g o . j p  

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ h t t p : / / w w w . s h i k o k u . m e t i . g o . j p  

徳島、香川、愛媛、 

高知 

九州経済産業局 

地域経済部 

情報政策課 

〒812－8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡第１合同庁舎 

T E L： 0 9 2 - 4 8 2 - 5 4 4 0 (直通 )  

E ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ： k y u s h u - j o s e i k a @ m e t i . g o . j p  

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ  h t t p : / / w w w . k y u s h u . m e t i . g o . j p  

福岡、佐賀、長崎、 

熊本、大分、宮崎、 

鹿児島 

沖縄総合事務局 

経済産業部地域経

済課 

〒900-8530 那覇市前島2-21-7カサセン沖縄ビル 

T E L： 0 9 8 - 8 6 6 - 0 0 6 7 (直通 )  

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ  h t t p : / / w w w . o g b . g o . j p  

沖縄 

 



 

 14 

（２）インターネットの利用 

本公募要領は下記ホームページにも掲載されていますのでご利用ください。 
 

≪提案様式のダウンロードが出来ます≫   

  

 

 

 

 

（３）留意事項 

①不正経理及び不正受給を行った研究者等の制限 

  競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除等に関する指針（平

成１７年９月９日競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）（参

考１参照）に従い、本事業及び他府省の競争的研究資金において不正経理又

は不正受給を行ったために、委託費又は補助金等の全部又は一部を返還した

研究開発課題の研究者及びそれに共謀した研究者に対し、応募の制限、不正

内容の公表等の措置を講じます。 

 

②研究活動の不正行為への対応 

  研究活動の不正行為（ねつ造、改ざん、盗用）については「研究活動の不

正行為への対応に関する指針」（平成１９年１２月２６日経済産業省策定）

に基づき、経済産業省は資金配分機関として、本事業の補助対象者は研究機

関として必要な措置を講じることとします。そのため、補助事業者には、告

発窓口の設置や本事業についての告発があった場合の調査をお願いすること

があります。また、本事業及び他府省の事業を含む他の研究事業による研究

活動に係る研究論文等において、研究活動の不正行為があると認められた場

合、補助金の返還、不正行為に関与した者などに対する補助金への応募制限、

他府省を含む他の資金配分機関への不正行為に関する措置等の情報提供によ

る他の国の研究資金における事業への応募制限、不正内容の公表等の措置を

講じることがあります。 

  ※「研究活動の不正行為への対応に関する指針」の詳細については、次のホ

ームページをご参照ください。 

      http://www.meti.go.jp/press/20071226002/20071226002.html 

 

ホームページアドレス 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/ 
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６．提案様式及び記載要領 

（１）各様式は、あくまで記入の際の原則を定めたものです。従って、実際に記入

を行う際には、概念図を添付したり、適宜スペースを補うことで、事業実施希

望内容や申請 者の実態等について、解りやすい資料となるよう留意して下さ

い。 

 

（２）提出いただく資料の種類は以下のとおりですが、すべての資料が必須ではあ

りませんので、ご注意下さい。 

・中小企業ＩＴ経営革新支援事業提案書   （様式１） 

・事業実施体制              （様式２） 

   ・事業計画書               （様式３） 

   ・経費内訳表               （様式４） 

・事業管理者の概要            （様式５） 

・開発担当者の概要            （様式６） 

・株主一覧表               （様式７）※１ 

・経営計画・設備投資計画         （様式８） 

・類似計画等状況説明書          （様式９）※２ 

・添付書類 

           ※１ コンソーシアムの場合にのみ提出してください。 

           ※２ 該当する事業がある場合にのみ提出してください。 

 

（３）提出書類のページ数は、決算関係書類等の添付書類を除いて、事業計画書全

体で日本工業規格Ａ４版２０枚以内（様式７を除く）として下さい。 
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【様式１】 

 

 

中小企業ＩＴ経営革新支援事業提案書 

 

○○○○○局長 殿 

 

中小企業ＩＴ経営革新支援事業について以下のとおり提案します。 

 

１．テーマ名 
 

 

※実施を希望するテーマの内容を的確かつ具体的に表現した、簡潔でわかりやすい

名称を記載して下さい（５０字以内）。 

 
 

 

２．事業の概要 
 

 

※事業の概要について簡潔に記載して下さい（２００字以内）。 

 

 

 

 
 

 

 

３．提案者 

【共同体】                     ※詳細は様式２に記載。 

名称： 

  設立年月日： 

  構成員数：      

【事業管理者】                 ※詳細は様式５に記載。 

名称： 

住所： 

代表者役職・氏名： 

   

連絡担当者 

所属役職・氏名： 

   Tel：        Fax： 

   E-mail： 

 

 

  ※団体等の場合、構成員数には会員数、事業管理者には事務局を記載して

下さい。 

 

受付番号： 

※この欄は局で記入します。 
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【様式２】 

事業実施体制  
 

１．共同体の設立経緯及び活動状況 

 
 
 
 
 

 

２．共同体の構成員（事業管理者は除く） 

名称 
資本金 

（千円） 

従業員数 

（団体の場合

は会員数） 

業種分野 

（団体の場合は会

員の主な業種） 

共同体内での役割 
中小企業 

チェック 

 

 

  

 

  

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

※２－(1)－③－(ｱ)、(ｲ)の規定に該当する中小企業については、中小企業の

チェック欄に「○」を記載して下さい。 

※すべての構成員について記載して下さい。（共同体が団体等の場合は、事業の推進

に携わり何らかの経費の発生するすべての会員について記載して下さい。） 
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３．開発担当者 

【企業名等】 

【住所又は所在地】 

 

Tel：        Fax：       E-Mail： 

【担当する内容】 

【選定理由・方法】 

【活用期間】 

 

【共同体への参加】 

※共同体の事業管理者又は構成員が担当する場合には、「共同体への参加」欄

にそのどちらかを記載して下さい。 

※複数活用する場合は、枠を増やして全ての開発者について記載して下さい。 

※企業概要については様式６で別途記載して頂きます。 

 

４．アドバイザー 

【種別】 【氏名等】 

【住所又は所在地】 

 

Tel：        Fax：       E-Mail： 

【助言を受ける内容】 

【選定理由・方法】 

【活用期間】 

 

【共同体への参加】 

※「種別」欄には、ＩＴコーディネーター、中小企業診断士等を記載して下さ

い。 

※共同体の事業管理者又は構成員が担当する場合には、「共同体への参加」欄

にそのどちらかを記載して下さい。 

※複数活用する場合は、枠を増やして全てのアドバイザーについて記載して下

さい。 

   

５．事業体制図 

 

※事業管理責任者、開発責任者、評価・検証責任者又は経理責任者等、実施体制を具

体的に記載して下さい。 



 

 19 

  【様式３】 

事業計画書  
１．事業目的 

 
※現状抱える問題点・課題等の事業背景、また開発したシステムをどのように活用する

か具体的に記載して下さい。 

※期待される経営革新及び波及効果については「４．期待される効果」で別途記載して

頂きますので、ここで記載する必要はありません。 

 
 
 

 
 

２．事業内容 

 
※システムの全体像が分かる概念図等を記載して下さい。 

※従来と違ったビジネスシステムの構築手法やＩＴの利用方法等があれば、具体的に記

載して下さい。 

※中小企業の利活用に特に配慮した点があれば、具体的に記載して下さい。 

 
（１）システム開発 

※全体のシステムを構成する個別システム毎に、その内容（目的、機能及び開発

方法等）を具体的に記載して下さい。 

 
（２）評価・検証 

※評価・検証を行う項目毎に、その方法や基準等を具体的に記載して下さい。 

 
 
 
 
 
 

 
 
３．スケジュール 

 
※線表等を用いて「２．事業内容」で記載した項目に対応させて、事業実施スケ

ジュールを具体的に記載して下さい。 
※事業期間を記載して下さい。 
 【開 始 予 定】契約締結日 

【完了予定日】平成 年 月 日 
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４．事業成果の活用計画及び体制 

 

※事業実施年度の翌年から３年間の事業成果の活用計画および体制について、運用コ

スト等の経費の見込みおよびその資金調達も含めて、具体的に記載してください。 

 

 

 
５．期待される効果 

（１）経営革新効果 
※様式８に記載のうえ、事業成果導入により期待される生産性向上、業務の効率

化、経費削減等について、導入初年度及び導入３年後の年度の期待される効果

について具体的に記載して下さい。 

 

 
（２）波及効果 
   ※事業成果導入により期待される新たな事業の創出、販路拡大等の効果について

具体的に記載して下さい。 

 

 

 
 
 

 
６．事業成果の普及計画及び体制 

（１）提案者による普及 

※本事業の提案者が、事業成果を共同体の構成員及びそれ以外に普及させる

ための計画および体制について、具体的に記載して下さい. 

 

（２）開発担当者による普及 
   ※様式２の「開発担当者」が自社製品として、一般の中小企業等に普及させるた

めの計画について、具体的に記載して下さい。 
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【様式４】 

経費内訳表  
 

           

※ここにある項目は、例示です。                 （単位：千円）※千円未満は切り捨て 

項目 経費 積算根拠 

ａ．人件費 ○○○，○○○  

 (ｱ)開発員費 

 (ｲ)管理員費 

   

○○，○○○ 

○○，○○○ 

 

 

ｂ．事業費 ○○○，○○○  

 (ｱ)旅費 

 (ｲ)会場費 

 (ｳ)謝金 

 (ｴ)設備費 

 (ｵ)物品購入費 

 (ｶ)外注費 

 (ｷ)特許関連経費 

 (ｸ)補助員雇上費 

 (ｹ)その他特別費 

 

○○，○○○ 

○○，○○○ 

○○，○○○ 

○○，○○○ 

○○，○○○ 

○○，○○○ 

○○，○○○ 

○○，○○○ 

○○，○○○ 

 

ｃ．一般管理費 ○○○，○○○  

小 計 ○○○，○○○  

ｄ．消費税及び地方消費税 ○○○，○○○  

合 計 ○○○，○○○  

※一般管理費＝（人件費＋（事業費－外注費))×一般管理費率(10％を上限とする) 
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【様式５】 

事業管理者の概要  

名  称 
  

  

 

連絡先 
 

Tel： 

Fax： 

E-mail： 
 

代 表 者 

役職・氏名 

 

 本社所在地 

〒 

 

 

主な事業所 

とその所在 

都道府県名称 
 

○○支社 （○○県） 

□○工場 （○○県） 

▼▽研究所（○○府）  

 

資  本  金 百万円

 

  従業員数 
 

 

 人 

主な出資者 
（出資比率）  

 
※出資比率の高い

ものから記載 

 
※大企業は【 】

に◎を記載 

 

【 】 

【◎】 

【 】 

【 】 

 

 

 

 

○○○県（60％） 

（株）▽□○（20％） 

（株）□○○（10％） 

○○□(株) （10％） 
※出資比率順に上位４者（５

番目以降の出資者は“ほか

○社”と）を記載してくだ

さい。いわゆる３セク（自

治体からの出資等がある）

の場合は比率順に関係なく

全ての自治体について記

載。 

 設 立 年 月 日 年    月  日 
主な事業 

の業種名 

※日本標準産業分類に基づく、

製造業その他／卸売業／小売業

／サービス業の別 
参加団体 

＊＊＊学会 
・・・協会 など   
 (主要5ヶ所以内を記載)

参加研究会 

＊＊＊研究会 

・・・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ など 

 (主要5件以内を記載)

 
主な製品・ 
サービス等 

 

 
 

過去３年間の官公

庁からの委託事業

又は補助事業実績 

※年度、事業名、金額、機関名について記載 

  

財務状況（直近２期分の実績を記載）            （単位：百万円） 

                                        / / 

①売上高 (当期収入合計額) 

 

 
 

 

 
 

②経常利益 
(当期収入合計額-当期支出合計額)

 

 
 

 

 
 

③当期利益 
 

 
 

 

 
 

 

 減価償却費 
 

 

 
 

 

 
 

  繰越利益 (次期繰越し収支差額) 
 

 
 

 

 
 

 

  研究開発費 
 

 
 

 

 
 

※財団法人等、損益科目が上記科目に該当しない法人は、（ ）内の数字を記
載してください。 


